
 

 

○久喜市訪問入浴サービス事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第９８号 

改正 平成２５年４月５日告示第１６５号 

平成２６年６月２４日告示第３２７号 

平成２８年３月３１日告示第１４３号 

平成２９年３月３１日告示第１６７号 

令和３年３月１２日告示第１２８号 

令和４年３月４日告示第７７号 

（目的） 

第１条 この告示は、訪問して居宅において入浴サービスを提供する久喜市訪問

入浴サービス事業（以下「事業」という。）を実施することにより、身体障が

い者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図る

ことを目的とする。 

（実施主体等） 

第２条 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第７７条第３項に規定する地域生活支援事業と

して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知（平成１８年８月１日障

発第０８０１００２号）に基づき実施するものとし、その実施主体は久喜市と

する。 

２ 市長は、前条の目的を達成するため、次条に規定する事業に係るサービス（以

下「サービス」という。）を提供する事業者に対し、事業に要する経費の一部

を補助するものとする。 

（サービスの内容） 

第３条 サービスの内容は、身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う

入浴の介護とする。 



 

 

（事業者登録） 

第４条 サービスを提供できる事業者として登録を希望する事業者は、訪問入浴

サービス事業事業者登録申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、訪問入

浴サービス事業事業者登録決定・却下通知書（様式第２号）により前項の申請

をした事業者に通知するものとする。この場合において、登録の決定をしたと

きは、当該決定をした事業者をサービスを提供する事業者として登録するもの

とする。 

（事業者の実施体制） 

第５条 前条第２項の規定により登録を受けた事業者（以下「登録事業者」とい

う。）は、次に掲げる実施体制を整備しなければならない。 

（１） サービスの提供は、１回の訪問につき看護職員（看護師又は准看護師

をいう。以下同じ。）１人以上及び介護職員２人以上（これらのサービス従

事者のうち少なくとも１人は常勤の職員とする。）をもって行うこと。ただ

し、利用者の身体の状況が安定していることから、入浴により利用者の身体

の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、主治医の意見を

確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

（２） 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を配置すること。

ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、

又は敷地内にある他のサービスを提供する事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

（３） サービスの提供に用いられる設備、器具等は、安全及び清潔の保持に

留意すること。特に利用者の身体に接触する設備、器具等については、サー

ビスの提供ごとに消毒又は交換したものを使用すること。 

（対象者） 

第６条 サービスを利用できる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいず



 

 

れかに該当し、かつ、家庭において独力又は家庭の者のみの介助では入浴する

ことが困難なものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規

則（昭和２５年厚生省令第１５号）に規定する障害程度の等級が肢体不自由

１級又は２級と判定されたもの 

（２） 前号の規定に準ずる状態にあると市長が特に認めた者 

（利用手続） 

第７条 サービスを利用しようとする者又はその介助者は、訪問入浴サービス利

用登録申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものと

する。 

（１） 訪問入浴サービス利用承諾書（様式第４号） 

（２） 健康状況証明書（様式第５号） 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、登録の可否を

決定し、訪問入浴サービス利用登録決定・却下通知書（様式第６号。以下「決

定通知書」という。）により前項の申請をした者に通知するものとする。この

場合において、登録の決定をしたときは、当該決定をした者をサービスを利用

できる者として登録するものとする。 

３ 前項の規定により登録された者（以下「利用者」という。）がサービスを利

用しようとするときは、利用者又はその介助者（以下「利用者等」という。）

は、決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。 

（利用回数） 

第８条 サービスの利用回数は、利用者１人につき、週１回を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、７月から９月までの間の利用回数は、利用者１人

につき、週２回を限度とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用回数の限



 

 

度を超えて利用することができる。 

（登録事業者補助額及び利用者等負担額） 

第９条 利用者等がサービスを利用したときに負担する額（以下「利用者負担額」

という。）は、別表第１に掲げる額の１００分の１０とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額が別表第２に定め

る利用者等負担上限月額を超えるときの利用者負担額は、その上限額とする。

ただし、市民税非課税世帯又は市民税課税世帯であって所得割１６万円（障が

い児にあっては２８万円）未満である世帯に属する者で、次に該当するものの

負担上限月額は、当該負担上限月額に４分の１を乗じて得た額とする。 

（１） 預貯金等の額が５００万円（家族同居の場合にあっては１，０００万

円）以下である者 

（２） 親族等が現に居住する不動産その他一定の不動産以外の固定資産を所

有していない者 

３ 市長は、登録事業者に対して、別表第１に掲げる額から前２項に規定する利

用者負担額を控除した額を補助するものとする。 

（利用の取消し） 

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条第２

項の規定により決定された登録を取り消すことができる。 

（１） 第６条に規定するサービスを利用できる者でないことが判明したとき。 

（２） 第７条第１項の申請をした者が、不正又は虚偽の申請により決定通知

書の交付を受けたとき。 

（３） その他市長が利用を不適当と認めたとき。 

（登録事業者の遵守事項） 

第１１条 登録事業者は、サービス提供時に利用者の病状が急変したとき又はこ

れに準ずる緊急の事態が発生したときは、速やかに主治医又はあらかじめ登録

事業者が定めた協力医療機関へ連絡を行い、及び必要な措置を講じなければな



 

 

らない。 

（利用者等の遵守事項） 

第１２条 利用者等は、次に規定する事項を遵守しなければならない。 

（１） サービスの利用に際しては、主治医に入浴の可否について確認するこ

と。 

（２） 利用者の介助者は、入浴に立ち会い、及び介助すること。 

（３） 前２号に定めるもののほか、サービスの利用については、登録事業者

職員の指示に従うこと。 

（登録事項変更の届出） 

第１３条 登録事業者及び利用者等は、登録した事項に変更が生じた場合には、

速やかに市長に届け出なければならない。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、訪問入浴サービス事業に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市訪問入浴サービス事業実

施要綱（平成１９年久喜市告示第９４号）、菖蒲町障害者入浴サービス事業実

施要綱（平成１２年菖蒲町告示第２３号）又は鷲宮町入浴サービス事業実施要

綱（平成４年鷲宮町要綱第９号）の規定によりなされた登録、手続その他の行

為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年４月５日告示第１６５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２４日告示第３２７号） 



 

 

この告示は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第１４３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の久喜市心身障がい児通園施設利用者負担額助成要綱

様式第２号、久喜市子どものショートステイ事業実施要綱様式第２号（裏）、

久喜市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱様式第３号（裏）及び様式第６号

（裏）、久喜市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱様式第４号（裏）及び

様式第８号（裏）、久喜市高齢者日常生活用具購入費助成事業実施要綱様式第

３号（裏）及び様式第６号（裏）、久喜市家族介護用品支給事業実施要綱様式

第６号（裏）、久喜市補装具費の代理受領に関する要綱様式第２号（裏）、久

喜市日中一時支援事業実施要綱様式第２号（裏）、様式第５号（裏）及び様式

第８号（裏）、久喜市移動支援事業実施要綱様式第２号（裏）、様式第５号（裏）

及び様式第８号（裏）、久喜市地域活動支援センター事業実施要綱様式第２号

及び様式第６号、久喜市地域生活支援事業補助金交付要綱様式第２号（裏）、

久喜市訪問入浴サービス事業実施要綱様式第２号（裏）、久喜市障がい者等日

常生活用具給付等事業実施要綱様式第２号（裏）及び様式第７号（裏）、久喜

市障がい者就職支度金支給要綱様式第３号、久喜市紙おむつ給付事業実施要綱

様式第５号（裏）、久喜市介護サービス利用者負担助成要綱様式第３号及び様

式第４号、久喜市訪問介護利用者負担額軽減要綱様式第２号、久喜市地域密着

型サービス事業者等指導及び監査実施要綱様式第７号、様式第９号及び様式第

１０号、久喜市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱様式第６号、久喜市

被災者住宅再建支援金交付要綱様式第４号、様式第８号及び様式第９号、久喜

市養育支援訪問事業実施要綱様式第４号及び様式第９号、久喜市多子軽減措置

に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱様式第３号並びに久喜市児童手



 

 

当事務「住民用」取扱要綱様式第４号（裏）、様式第６号（裏）、様式第７号

（裏）、様式第８号（裏）、様式第９号（裏）、様式第１０号（裏）、様式第

１３号（裏）、様式第１４号（裏）、様式第１５号（裏）、様式第１６号（裏）

及び様式第２１号は、この告示の施行の日以後にされる処分について適用し、

同日前にされた処分については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年３月３１日告示第１６７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前の事業の利用に係る利用者等が負担する額については、

なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月１２日告示第１２８号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月４日告示第７７号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第９条関係） 

サービス提供に要する経費 １回当たり １０，０００円 

別表第２（第９条関係） 

区分 利用者等負担上限月額 

生活保護世帯 ０円 

低所得１ １５，０００円 

低所得２ ２４，６００円 

一般世帯 ３７，２００円 

備考 

１ 生活保護世帯とは、生活保護費受給世帯をいう。 

２ 低所得１とは、市町村民税非課税世帯であって障害者又は保護者の収入が



 

 

８０万円以下である者をいう。 

３ 低所得２とは、市町村民税非課税世帯であるもののうち、低所得１に該当

しない者をいう。 

４ 一般世帯とは、市町村民税課税世帯をいう。 

５ 市町村民税課税世帯のうち最多納税者の市町村民税（所得割）が４６万円

以上の世帯は支給対象外とする。 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

 


